
千 葉 市 動 物 公 園 入 園 料 減 免 基 準 要 綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、千葉市都市公園条例施行規則（昭和３４年千葉市規則第４号。以下「規

則」という。）第１３条の規定に基づく千葉市動物公園入園料の減免に関し、必要な事項を

定める。 

（減免対象） 

第２条 規則第１３条に該当し、入園料を減免する者は次のとおりとする。 

（１）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規定する身体障害者手帳

の交付を受けている者及びその者の介添人１名 

（２）昭和４８年９月２７日厚生省発児１５６厚生事務次官通知「療育手帳制度について」

に規定する療育手帳又はこれに類する手帳（以下「療育手帳等」という。）の交付を受け

ている者及びその者の介添人１名 

（３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条に

規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその者の介添人１名 

（４）本市に住所を有する６５歳以上の者 

（５）幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校、認定こども園、千葉市保育ルーム事業実施

要綱又は千葉市先取りプロジェクト認定保育施設事業実施要綱により認定を受けた施設、

児童福祉法第６条の３第２項、第９項、第１０項、第７条第１項及び第１２条に規定する

施設の校外学習等の引率又は事前調査のために利用する教職員 

（６）前各号に掲げるもののほか、動物公園長が特に必要があると認める場合の当該対象者 

（減免割合） 

第３条  前条第１号から第５号までに定める者については、入園料を免除とする。 

２ 前条第６号に定める者については、その都度必要と認める金額を減額し、又は免除する

ものとする。 

（減免手続） 

第４条 減免を受けようとする者は、次の各号に定めた手続を行う。 

（１）第２条第１号、第２号及び第３号の規定により減免を受けようとする者は、同条各号

に掲げる手帳等を係員に提示すること。 

（２）第２条第４号の規定により減免を受けようとする者は、本人の住所及び年齢を証明す

る書類等を係員に提示すること。 

（３）第２条第５号の規定による引率職員の減免を受けようとする者は、学校長又は児童福

祉施設等の長からの依頼書（様式第１号）を提出すること。 

（４）第２条第５号の規定による事前調査の減免を受けようとする者は、校外学習下  見

申請書（様式第２号）により動物公園長の承認を受けること。 

（５）第２条第６号の規定により減免を受けようとする者は、動物公園長が指定するもの（招

待券又は割引入場券その他動物園長が特に認めるものをいう。）を係員に提示又は提出す

ること。 

２ 前項第１号、第２号及び第５号の規定により、入園料の減免を受けようとする者は、規

則第１３条第３項の規定により、都市公園使用料等減免申請書の提出を要しないものとす

る。 

 

附  則 

 この要綱は、昭和６１年４月１日から施行する。 

 



  附  則 

 この要綱は、平成６年９月１日から施行する。 

  附  則 

 この要綱は、平成８年３月１日から施行する。 

  附  則 

 この要綱は、平成１２年２月２日から施行する。 

  附  則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

  附  則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

  附  則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

  附  則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は、平成２０年１月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は、平成２３年１月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は、令和２年８月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 1号 

※校外学習当日に、この書類をゲート係員に提出願います。 

校外学習等引率教職員入園料減免依頼書  

 

令和   年   月   日 

千葉市動物公園長  様       

 

学校名又は 

施設名                  

校長名又は 

施設長             

電   話                

携帯電話                 

住所                   

                  ↓当てはまる施設区分に○をしてください 

 小・中学校 

 特別支援学校 

 子どもルーム（学童保育） 

 保育所・保育園 

 幼稚園 

 児童福祉施設 

 児童相談所 

 千葉市保育ルーム 

 その他（         ） 

 

校外学習等引率教職員についての入園料を減免して頂きたくお願い申し上げます。 

 

年  月  日 
 

 

教 職 員 数 
 

 

児童・生徒数  
 

 

そ  の  他 
 

 

注意    
※小学校・中学校・特別支援学校・子どもルーム（学童  保

育）・幼稚園・児童福祉法第 7条 1項の児童福祉施設・児

童相談所（16歳未満）・千葉市保育ルーム・千葉市  先

取りプロジェクト認定保育施設・小規模保育・家庭的保

育の教職員が校外学習等の引率をするために入園する場

合は、その教職員の入園料が無料になります。 

 

確
認 

入園ゲート 対応者 

 

  



様式第２号 

 

※下見当日に、この書類をゲート係員に提出願います。 

校外学習等下見教職員入園料減免依頼書  

 

令和   年   月   日 

千葉市動物公園長  様       

学校名又は 

施設名                  

校長名又は 

施設長             

電   話                

携帯電話                 

住   所                

                  ↓当てはまる施設区分に○をしてください 

 小・中学校 

 特別支援学校 

 子どもルーム（学童保育） 

 保育所・保育園 

 幼稚園 

 児童福祉施設 

 児童相談所 

 千葉市保育ルーム 

 その他（          ） 

 

 校外学習等下見教職員についての入園料を減免して頂きたくお願い申し上げます。  

 

年  月  日 
 

 

教 職 員 数 

 

 

そ  の  他 

 

 

注意    

※小学校・中学校・特別支援学校・子どもルーム（学童    

保育）・幼稚園・児童福祉法第 7条 1項の児童福祉施設・

児童相談所（16歳未満）・千葉市保育ルーム・千葉市   

先取りプロジェクト認定保育施設・小規模保育・家庭

的保育の教職員が校外学習等の下見をするために入園

する場合は、その教職員の入園料が無料になります。 

※入園料無料は 5名までとなります。 

確
認 

入園ゲート 対応者 

 

  


